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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

　　　　　　目　　次

高知県教育長訓令　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　◎教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する

　　訓令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　◎教育次長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正す

　　る訓令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

教 育 長 訓 令

高知県教育長訓令第 3号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

令和 6年 4月 1日

高知県教育長　長岡　幹泰

教育長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓

令

教育長の権限に属する事務決裁規程（昭和46年 3月高知県教育

長訓令第 3号）の一部を次のように改正する。

第 7条第 2号中「、児童手当及び子ども手当」を「及び児童手

当」に改める。

第10条第11号を削る。

別表 2の( 1 )の項を次のように改める。

( 1 )　高知県法制審議会

への付議に関するこ

と。

○ 総務部

長

財政課

長（総

務部財

政課長

を い

う。以

下 同

じ。）

法務文

書課長

（総務

部法務

文書課

長をい

う。以

下 同

じ。）

教育政

策課長

別表11の( 3 )のイの項を次のように改める。

別表11の( 5 )の項を次のように改める。

イ　高知県財産

規則第164条

第 5号に掲げ

る事項

○ 総務部

長

財政課

長

法務文

書課長

税務課

長（総

務部税

務課長

を い

う。）

管財課

長

( 5 )　

公の

施設

の指

定管

理者

に関

する

こ

と。

ア　指定管理者

の募集

イ　指定管理者

の候補者の決

定

○

○

 財政課

長

行政管

理課長

（総務

部行政

管理課

長をい

う。以

下 同

じ。）

教育政

策課長

総務部

長

財政課

 

ウ　指定管理者

との協定の締

結

エ　ウのうち年

度ごとの定例

的なもの

○

○

長

行政管

理課長

教育政

策課長

財政課

長

行政管

理課長

会計管

理課長

（会計

管理局

会計管

理課長

を い

う。以

下この

項にお

いて同

じ。）

教育政

策課長

会計管

理課長

知事が

定める

標準書

式によ

り協定

を締結

するも

のにつ

い て

は、会

計管理

課長の

合議を

省略す

ること

ができ

る。

当初の

計画か

ら金額

を変更

するも

のにつ

い て

は、財

政課長

に合議

する。

※

知事が

定める

標準書

式によ

り協定

を締結

するも

のにつ
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項とし、12の(18)のテの項を12の(18)のツの項とし、12の(18)の

トの項を12の(18)のテの項とし、12の(18)のナの項を12の(18)の

トの項とし、12の(18)のニの項を12の(18)のナの項とし、12の

(18)のヌの項を12の(18)のニの項とし、12の(18)のネの項を12の

(18)のヌの項とし、12の(18)のノの項を12の(18)のネの項とし、

12の(18)のハの項を12の(18)のノの項とし、12の(18)のヒの項を

12の(18)のハの項とし、12の(18)のフの項を12の(18)のヒの項と

し、同表13の( 1 )の項中「12の(18)のク、コからシまで、セ、タ

からツまで及びト」を「12の(18)のキ、ケからサまで、ス、ソか

らチまで及びテ」に改め、同表13の( 2 )の項中「12の(18)のク、

コからシまで、セ、タからトまで、ニ、ヌ及びヒ」を「12の(18)

のキ、ケからサまで、ス、ソからテまで、ナ、ニ及びハ」に改め

る。

附　則

この訓令は、令和 6年 4月 1日から施行する。

オ　ウのうち軽

微な変更

カ　業務の調査

又は検査

キ　指定の取消

し

ク　業務の全部

又は一部の停

止

ケ　利用料金の

承認

○

○

○

○

○

総務部

長

財政課

長

行政管

理課長

教育政

策課長

総務部

長

財政課

長

行政管

理課長

教育政

策課長

い て

は、会

計管理

課長の

合議を

省略す

ること

ができ

る。

　別表中12の(18)のキの項を削り、12の(18)のクの項を12の(18)

のキの項とし、12の(18)のケの項を12の(18)のクの項とし、12の

(18)のコの項を12の(18)のケの項とし、12の(18)のサの項を12の

(18)のコの項とし、12の(18)のシの項を12の(18)のサの項とし、

12の(18)のスの項を12の(18)のシの項とし、12の(18)のセの項を

12の(18)のスの項とし、12の(18)のソの項を12の(18)のセの項と

し、12の(18)のタの項を12の(18)のソの項とし、12の(18)のチの

項を12の(18)のタの項とし、12の(18)のツの項を12の(18)のチの
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高知県教育長訓令第 4号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

教育次長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和 6年 4月 1日

高知県教育長　長岡　幹泰

教育次長の権限に属する事務決裁規程の一部を改正する訓令

教育次長の権限に属する事務決裁規程（平成28年 3月高知県教育長訓令第 1号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表 2の(17)の項を同表 2の(18)の項とし、同表 2の(16)の項中「(15)」を「(16)」に改め、同

表 2の(16)の項を同表 2の(17)の項とし、同表 2の(15)の項の次に次のように加える。

附　則

この訓令は、令和 6年 4月 1日から施行する。

(16)　児童生徒性暴力等に関する情報

等に係るデータベースへの記録等

（法第18条の20の 4第 2項）

○
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